
環境影響評価「準備書」の縦覧を行っています
足羽川ダム建設事業における、環境影響評価法の手続きの
一環として３月３０日より準備書の縦覧を行っています。

　環境影響評価（環境アセスメント）とは、事業者が大規模な事業を実施する前に、事業に関する情
報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し、住民の方々や、市町村・県・国な
どから提出される環境の保全の見地からの意見を踏まえ、事業計画を環境保全上より良いものとし
ていく制度です。
　足羽川ダム建設事業の環境アセスメントは、平成 19 年３月に手続きを開始しました。環境アセス
メントの手続きは裏面にあるとおり、大きな流れとして環境影響評価方法書（環境影響評価の項目
や手法を記載したもの）、準備書、評価書を作成する手順で進めます。
　環境影響評価準備書とは、事業者 ( 国土交通省近畿地方整備局 ) が方法書の内容に基づき、方法
書に対する知事意見、住民意見を踏まえて、調査・予測・評価を実施した結果を示すもので、環境
の保全に関する事業者の考え方をとりまとめたものです。準備書の内容について、環境保全の見地
から意見のある人は誰でも意見書を提出することができます。
　この度、準備書を作成しましたので、法律の定めるところにより、関係地域内において準備書及
び要約書を１ヶ月間縦覧するとともに説明会を行います。

準備書の縦覧

説明会の開催

○縦覧場所　　・国土交通省近畿地方整備局、足羽川ダム工事事務所
　　　　　　　・福井県庁、福井合同庁舎
　　　　　　　・福井市役所、福井市役所美山総合支所
　　　　　　　・池田町役場、池田町役場下池田支所、池田町能楽の里文化交流会館
○縦覧期間　　 平成 21年３月30日（月）～平成21年４月30日（木）（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
○縦覧時間　　 午前 8時 30分～午後5時 15分
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＊縦覧場所により、縦覧時間が異なる場合があります。

○開催日時及び場所
　　　　①第１回　平成 21 年 4月  8 日（水）午後 6時～　　　　池田町役場下池田支所
　　　　②第２回　平成 21 年 4月 12 日（日）午後 2時～　　　　池田町能楽の里文化交流会館
　　　　③第３回　平成 21 年 4月 15 日（水）午後 6時 30 分～　 福井市美山公民館
　　　　④第４回　平成 21 年 4月 19 日（日）午後 2時～　　　　福井県国際交流会館
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皆様からご提供頂いた福井豪雨の映像・画像を公開しています。

～足羽川編、嶺北編、学術編、ダイジェスト編～

http://www.fukui.kkr.mlit.go.jp/

福井豪雨映像アーカイブス福井豪雨映像アーカイブス

意見の提出

○提出期間　　平成 21 年３月 30 日（月）～ 平成 21 年５月 14 日（木） 
○提 出 先 　 〒918-8239  福井市成和１－２１１１
　    　　　　　　国土交通省近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所
○提出方法　　郵便（提出期間内の消印があるもののみ有効です。）又は持参
○必要事項　  ①氏名及び住所（法人その他の団体にあたってはその名称、代表者の氏名及び主た
　　　　　　　  る事務所の所在地）
　  　　　　　②意見書の提出の対象である準備書の名称
　　  　　　　③準備書についての環境の保全の見地からの意見（日本語により、意見の理由も含
　　　　　　　  めて記載して下さい。）

【意見書記載例】

１．準備書の名称　　九頭竜川水系足羽川ダム建設事業
　　　　　　　　　　の環境影響評価準備書

２．環境影響評価準備書について環境の保全の見地から
　　の意見

　　（意見）

　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　○○○○○。

　　（理由）

　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　○○○○○。

３．住所・氏名

　　住所　〒○○○－○○○○　○○県○○市

　　　　　　　　　　　　　　　○○△丁目△△番地

　　氏名　○○○○

※法人その他の団体の場合は、その名称、代表者

　の氏名及び主たる事業所の所在地を記入して下さい。

＊意見書の様式に決まったものはありませんが、
　以下の例を参考にして下さい。

方法書
（アセスの方法の案）

アセスの
方法の決定

アセスの実施
（調査・予測・評価）

準備書
（アセス結果の案）

評価書
（アセス結果の修正）

評価書の補正
（アセス結果の確定）

住民意見
知事意見

住民意見
知事意見

環境大臣意見

国土交通大臣意見 評価書

準備書

公告・縦覧
（H21.3.30～21.4.30）

「意見の概要」及び
「事業者見解」の作成

市、町長

知事
意見書

意見書

説明会の開催
住民意見
（H21.3.30
～H21.5.14）

環境アセスメントの手続きの流れ

事業の実施

意見書

お問い合わせは、下記足羽川ダム工事事務所へお寄せ下さい。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/


